鳥取県企業立地等事業助成条例施行要綱（企業立地事業補助金）
（趣　　旨）

第1条 この要綱は、鳥取県企業立地等事業助成条例（平成１５年鳥取県条例第４号。以下「条例」という。）　
に基づき、企業立地等事業補助金（以下「本補助金」という。）の交付について、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（企業立地等事業の立地地域）
第２条　条例第２条第１項第２号中「知事が要綱で定める県内の地域」とは、次の各号のいずれかの土地とする。

（1） 地方公共団体、又は地方公共団体が５０パーセント以上出資している法人が取得し、又は造成した工
場等の用に供するための一団の土地

（2） 工場立地法（昭和３４年法律第２４号）第２条第１項の調査により、工場適地とされた地区内の土地

（3） 農村地域工業等導入促進法（昭和４６年法律第１１２号）第５条第３項第１号に規定する、工業等導
入地区内の土地

（4） 都市計画法（昭和４４年法律第１００号）第９条第１１項に規定する工業地域及び同条第１２項に規
定する工業専用地域内の土地

（5） 県と市町村が協議して、あらかじめ知事が選定した土地
第３条　削除
（地域経済の活性化に寄与する業種）

第４条　条例第２条第１項第２号ア中「その他地域経済の活性化に寄与するものとして知事が要綱で定める業種」とは、次のとおりとする。
（１）市町村長の協議に基づき知事が選定した事業
（２）製造業を直接支援する当該製造業と一連・一体的な専属事業であって、助成を行うことが適当であるとして知事が選定した事業
（産業の高度化に寄与する業種）
第５条　条例第２条第１項第２号ウ及び同項第３号表中「その他産業の高度化に寄与するものとして知事が要綱で定める業種」は、次のとおりとする。

（１）研究開発型事業　製品の設計開発を行う事業のうち、次の技術に関する具体的な研究・開発計画を有し、これを実行するための組織及び設備等の研究開発体制が整備されており、かつ、全従業員に占める技術者、デザイナー又は科学技術に関する研究者の割合が２０パーセント以上であるものについて市町村長との協議に基づき、あらかじめ知事が選定した事業とする。
　　ア　既存の技術の要素（自らが開発したものであるかどうかを問わない。以下同じ。）に、自らが新たに開発する技術の要素を付加する技術

　　イ　既存の技術の要素に、これまで当該技術の要素に付加されたことがない他の既存の技術の要素を付加する技術

（２）インターネット附随サービス業
（投下固定資産額の合算対象法人）

第６条　条例第２条第１項第５号中「その他これに類する法人として知事が要綱で定めるもの」とは、実施法人の会社法（平成１７年法律第８６号）の規定により計算される総社員の議決権の過半数を有する親法人及び親法人が同法の規定により計算される総社員の議決権の過半数を有する実施法人以外の法人とする。
（投下固定資産額等に算入される農林水産物の生産に係る経費）
第６条の２　条例第２条第１項第５号及び第６号中「生産に係る土地、家屋及び償却資産であって知事が要綱で定めるもの」とは、次に掲げる土地、家屋及び償却資産とする。ただし、県から交付される補助金等で、財源が県費によるもの（条例第３条第１項の規定に基づき交付されるものを除く。）の交付の対象となる経費に係るものを除くものとする。
（１）農産物の栽培を行うことを目的とした耕種農業に供する土地、家屋及び償却資産
（２）牛、豚、鶏、蚕その他の畜産物及び実験用動物の飼育を行うことを目的とした畜産農業に供する土地、家屋及び償却資産
（３）水産動植物を養殖することを目的とした水産養殖業に供する土地、家屋及び償却資産
（投下固定資産額に算入される新増設事業に必要な費用）
第７条　条例第２条第１項第５号中「その他新増設事業に必要な費用の額として知事が要綱で定める費用の額」とは、次の各号に掲げるものとする。
（１）空工場の改修に要する経費のうち建物、機械・備品等の有形固定資産の機能維持や原状回復を目的として、操業開始のために実施される解体撤去、移設、維持・補修、修繕等に要する修繕費
（２）新増設事業を実施する者（以下「新増設事業実施者」という。）が特定事業の用に供する家屋及び償却資産を自ら建設、製造又は加工する場合にあっては、新増設事業実施者が、他の者から購入した原料又は材料として使用する物品に係る経費及び他の者に建設、製造、加工を委託したことに係る経費
（投下固定資産額から控除しない額）

第８条　条例第2条第１項第５号中「控除しないものとして知事が要綱で定めるもの」とは、次の各号に掲げるものとする。

（１）鳥取県境港竹内工業団地企業立地促進補助金の交付対象経費のうち補助金額を除いた額
（２）林業・木材産業構造改革事業費補助金（県費助成分に限る。）の交付対象経費のうち補助金額を除いた額

（３）補助金等の財源が県費以外の補助事業の交付対象経費の額（他の県費による補助金等の交付対象経費の額を除く。）
（４）その他、前各号との均衡上、特に必要と認める額
（県内転入者の確認方法）
第８条の２　企業立地等事業の実施に伴い増加する常時雇用労働者又は短時間労働者が県内に住所を有する者であるかどうかの確認は、住民票により行うものとする。ただし、住民票により確認しがたい場合は、それに代わる資料等により確認できるものとする。
（二酸化炭素排出量削減に効果を有する事業）
第８条の３　条例第３条第３項の表中「二酸化炭素の排出量の削減に効果を有するものとして知事が要綱で定めるもの」とは、次の各号に掲げるものとする。
（１）自主的に設定した二酸化炭素排出削減目標達成のため、石油代替エネルギーの利用又はエネルギーの使用の合理化による二酸化炭素排出抑制設備を整備する事業であって、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（民間団体）交付要綱（平成15年10月１日付環廃産第031001006号・環地温発第031001002号）の温室効果ガスの自主削減目標設定に係る設備補助事業の交付決定を受けたもの
（２）先進的な新エネルギー等利用設備であって、新エネルギー等事業者支援対策費補助金交付要綱（平成19・3・23財資第８号）に基づき一般社団法人新エネルギー導入協議会から交付決定を受けたもの
（環境関連技術を用いた製品等の製造に関する事業）
第8条の４　条例第３条第３項の表３の項中「二酸化炭素の排出量の削減に効果がある環境関連の技術を用いた製品等の製造に関する事業で知事が要綱で定めるもの」とは、低炭素技術を利用した製品又はその部材の製造に係る事業であって、経済産業省の平成２２年度低炭素型雇用創出産業立地推進事業費補助金又は平成２３年度革新的低炭素技術集約産業国内立地推進事業費補助金の交付決定を受けたものとし、投下固定資産額及び初年度賃借料について「知事が要綱で定めるもの」とは、当該交付決定を受けた対象経費とする。

（現工場等の操業が困難な者が行う事業）
第8条の５　条例第３条第３項の表４の項中「大規模な災害によって現に有する工場等の操業が困難になっている者が行う新増設事業で知事が要綱で定めるもの」とは、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災の影響を受け、次のいずれかに該当する工場等を現に有する者が事業活動の継続又は事業活動の継続性を高めるために行うものとする。
（１）全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた場合（罹災（りさい）証明があるものに限る。）
（２）福島県における原子力発電所の事故により、日本政府から緊急事態応急対策実施区域に設定された区域内にある場合
（３）前２号のほか、現工場等での事業継続が困難であると知事が認める場合
（大規模災害の発生地域等に工場等を有する者が行う事業）
第８条の６　条例第３条第３項の表５の項中「大規模な災害が発生した地域又は大規模な災害の発生が懸念される地域に工場等を有する者（４の項に該当する者を除く。）が行う新増設事業で知事が要綱で定めるもの」とは、次のいずれかの地域に工場等を有する者が大規模な災害に備え事業活動の継続性を高めるために行うものとする。ただし、平成２３年３月１１日時点で、既に着手していたもの及び事業の実施が確実であると見込まれていたものを除く。
（1） 東京電力株式会社及び東北電力株式会社の管内
（２）条例第２条第１項第２号の知事の認定（以下「事業認定」という。）に係る申請の日における地震調査研究推進本部地震調査委員会が作成した最新の「地震動予測地図」において、今後３０年以内に震度６弱以上の揺れに見舞われるケース（最大ケース）が２６パーセント以上とされている地域

（廃止工場等の投下固定資産額からの控除額）
第９条　条例第３条第６項中「廃止される工場等の用に供する土地、家屋及び償却資産の価額として知事が要綱で定めるところにより算出した額」とは、次の各号の定めるところにより計算された金額の合計額とする。
（１）土地の控除額
　　　移転前の土地の用途廃止面積に相当する面積に新規取得した用地単価を乗じた額

（２）土地を除く投下固定資産額の控除額
　　　土地を除いた後の地方税法に基づく移転前の固定資産の評価額
（補助事業の認定）

第１０条　本補助金の交付を受けようとする者は、補助事業について知事に申請をして、あらかじめ事業認定を受けなければならない。

２　前項の申請は、様式第１号により行わなければならない。

３　知事は、事業認定をしたときは、その旨を様式第２号により通知するものとする。

（事業認定の辞退）

第１１条　事業認定を受けた者（以下「認定事業者」という。）は、次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を様式第３号により知事に届け出なければならない。

（1） 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

（2） 条例第３条第１項に定める要件を満たさなくなることが明らかになったとき。

２　知事は、前項の規定による届出があったときは、事業認定を取り消し、その旨を認定事業者に通知するものとする。

（事業認定の変更）

第１２条　認定事業者は、補助事業について次のいずれかの変更をしようとするときは知事に申請をして、あらかじめ知事の承認（以下「認定変更承認」という。）を受けなければならない。

（1） 条例第２条第１項第２号に定める工場等で営まれる企業立地事業の区分の変更

（2） 条例第３条第１項の表の中欄に掲げる新増設事業に伴う投資額及び増加する常時雇用者数の規模の区分の変更

（3） 新増設事業に伴う投資額の２割を超える増減

２　前項の申請は、様式第４号により行わなければならない。

３　知事は、認定変更承認をしたときは、その旨を様式第５号により通知するものとする。

（交付申請の時期等）
第１３条　本補助金の交付申請は、認定事業者が新増設事業の完了の日から３年以内に行わなければならない。ただし、補助金額が１０億円を超えるものについては、１年間に交付申請できる補助金額は１０億円以下とし、次項の交付申請を除き事業完了の日から３年以内に最初の交付申請を行わなければならない。
２　前項の規定にかかわらず、条例第３条第１項の表の企業立地事業補助金のうち、同表中欄の（１）から（４）までに掲げる者にあっては、新増設事業の一部が完了し、当該完了部分が同表の中欄の（１）から（５）までの区分のいずれかに該当する場合には、当該区分に対応する同表右欄の補助金額及び完了部分に対する条例第３条第３項に定める補助金の加算額の合計額の範囲内で交付申請できるものとする。ただし、１年間に交付申請できる額は１０億円以下とし、事業完了に伴う最初の交付申請は、新増設事業の完了の日から３年以内に行わなければならない。
３　規則第５条の申請に添付すべき同条第１号及び同条第２号に掲げる書類は、様式第６号によるものとする。

４　規則第５条の申請書には、前項に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

（１）工場等の概要を明らかにした書類

（２）収支計算書又はこれに準ずる書類

（３）売買契約書、工事請負契約書及びリース、賃貸借契約書並びに領収書等の投資額を証する書類の写し
（４）労働基準法（昭和２２年法律第４９号）に規定する労働者名簿の写し

（５）第１０条第３項及び前条第３項の規定による通知の写し

（交付決定の時期等）

第１４条　本補助金の交付決定は、規則第１８条第１項の規定による交付額の確定と併せて行うこととし、交付申請を受けた日から原則として６０日以内に行うものとする。
２　前項の規定にかかわらず、知事がやむを得ない事情があると認めるときは、交付決定を行う年度中に企業立地事業が全て完了する見込みがあるものに限り、規則第１９条の規定による概算払ができるものとする。この場合において、企業立地事業のうち未完了の部分については、次の方法により確認するものとする。
　ア　補助対象経費に係る支払が完了していないものについては、当該物件の現地確認及び契約書又はそれに準ずる書類の確認
  イ　常時雇用労働者及び短時間労働者の雇用については、採用内定通知又はそれに準ずる書類の確認
３　本補助金の交付決定通知は、様式第７号によるものとし、前項の規定により概算払をするときは、様式第７号に必要な修正を行うものとする。
（着手届を要しない場合）

第１５条　規則第１１条第３号の知事が別に定める場合は、同条第１号又は第２号に規定する補助事業以外のすべての補助事業に係る場合とする。

（完了届を要しない場合）

第１６条　補助事業については、それが規則第１５条第１項第１号に該当するものであっても、常に同項ただし書に規定する場合に該当するものとする。

（実績報告の時期等）

第１７条　規則第１７条第１項の規定による報告は、規則第５条の交付申請書の提出を以って、報告があったものとみなす。
第１８条　削除
（事業継続努力義務期間内の休止等の事前協議）

第１９条　条例第４条に定める期間内に当該操業等を休止又は廃止（倒産の場合は除く。以下同じ。）若しくは事業の縮小、外注化、転換等により解雇、一時帰休、希望退職等の雇用調整が生ずる業種、業態の著しい変更（以下「休止等」という。）をしようとするときは、あらかじめ理由、予定日その他解雇者数等の必要な事項について様式第８号により知事に届け出て、操業等の休止等に関する協議を行うものとする。
（事業継続努力義務期間内の事業状況報告）
第２０条　条例第５条に定める報告は、条例第４条の表の第１項の右欄に定める期間内において、毎年、

１０月１日時点の同表の中欄に定める事業に係る状況を様式第９号により知事に報告するものとし、条例第５条中「知事が要綱で定める事項」とは、様式第９号に掲げる事項とする。
（提出書類の部数等）

第２１条　規則及びこの要綱の規定により知事に提出する書類は正本１部とする。
（県と市町村との連携）

第２２条　条例、規則及び要綱第１条の趣旨が達せられるよう、この要綱の取扱については、県と市町村は連携を密にするものとする。
（事業実施者の取扱い）
第２３条　新増設事業に関する投資を行う会社がグループ会社に属するときは、当該会社のほか、当該新増設事業に関与する当該グループ会社に属する他の会社も当該新増設事業を実施する会社として扱うことができる。ただ　し、条例第２条の２に規定する会社については、この限りでない。
（情報通信関連雇用事業及び事務管理部門雇用創出事業との関係）

第２４条　本補助金の認定及び交付に関し、新増設事業が条例に規定する情報通信関連雇用事業又は事務管理部門雇用創出事業と一体的に行われる場合の本補助金の要件となる投資額に係る経費及び増加する常時雇用労働者及び短時間労働者については、当該情報通信関連雇用事業及び事務管理部門雇用創出事業に係る補助対象経費（本補助金の対象となり得るものに限る。）及び常時雇用労働者及び短時間労働者と重複できるものとする。ただし、本補助金の額の算定に当たっては、当該情報通信関連雇用事業及び事務管理部門雇用創出事業に係る補助対象経費は、本補助金の補助対象経費から除くものである。
（雑則）
第２５条　規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、鳥取県商工労働部長が別に定める。

附　則

（施行期日）

１　この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。
（この要綱の失効）
２　この要綱は平成２５年３月３１日限り、その効力を失う。
３　この要綱の失効の日以前にこの要綱による認定を受けた企業立地等事業補助金の手続は、この要綱の失効後も、なお、その効力を有する。
（鳥取県企業立地促進補助金交付要綱等の廃止）

４　鳥取県企業立地促進補助金交付要綱及び鳥取県企業立地促進補助金交付要綱取扱要領（平成１１年１０月４日付工振第１６５号商工労働部長通知。以下「旧要綱等」という。）は、廃止する。
（経過措置）
５　この要綱の施行の際、現に鳥取県企業立地促進補助金交付要綱（平成１１年１０月４日付工振第１６５号鳥取県商工労働部長通知）第５条第２項の規定によりなされた申請に関する補助金の取扱については、なお、従前の例による。
附　則

この要綱は、平成１６年４月６日から施行し、同日以降に工場等の操業を開始する企業に対する補助金から適用する。

附　則

この要綱は、平成１７年３月２９日から施行し、同日以降に事業を開始する企業に対する補助金から適用する。

附　則

この要綱は、平成１８年３月２８日から施行し、同日以降に事業を開始する企業に対する補助金から適用する。

附　則

この改正は、平成１９年４月１日から施行し、同日以降に事業を開始する企業に対する補助金から適用する。
附　則

この改正は、平成２０年４月１日から施行する。
附　則

この改正は、平成２０年１１月６日から施行する。
附　則

　この改正は、平成２１年４月１日から施行する。
附　則

　この改正は、平成２２年３月３０日から施行する。
附　則

　この改正は、平成２２年１０月２２日から施行する。

附　則
　この改正は、平成２３年４月１５日から施行する。
附　則
　この改正は、平成２３年７月１日から施行する。

様式第１号（第１０条関係）

平成　　年　　月　　日

　 eq \o\ad(職氏名,　　　　　　)　　　　　　様

申請者　　 eq \o\ad(所在地,　　　　)
 eq \o\ad(企業名,　　　　)
代表者名　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
企業立地事業認定申請書

　補助事業の認定を受けたいので、鳥取県企業立地等事業助成条例施行要綱（平成１５年４月１日付産開第６０２号鳥取県商工労働部長通知）第１０条第２項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

記

1 工場等立地所在地

2 新設又は増設の別

3  eq \o\ad(生産計画,　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(製造品名,　　　　　)
	生産計画（年）
	 eq \o\ad(摘要,　　　　　)

	
	 eq \o\ad(数量,　　　　　)
	 eq \o\ad(金額,　　　　　)
	

	
	
	百万円
	


（注）年次計画で新増設事業を実施する場合は、その計画概要を摘要欄に記入すること。

４　投下固定資産額

	 eq \o\ad(区分,　　　　　)
	 eq \o\ad(数量,　　　　　)
	 eq \o\ad(単価,　　　　　)
	 eq \o\ad(金額,　　　　　)
	 eq \o\ad(摘要,　　　　　)

	 eq \o\ad(土地,　　　　　)
	
	円
	千円
	

	 eq \o\ad(建物,　　　　　)
	
	
	
	

	 eq \o\ad(機械装置,　　　　　)
	
	
	
	

	その他償却資産
	
	
	
	

	計
	
	
	
	


（注）①　土地の取得予定年月日及び建物等新増設の着手予定年月日を摘要欄に記入すること。

　　　②　「金額」欄は、すべて消費税を除いた額で、千円未満を切り捨て千円単位で記入すること。

５　初年度賃借料（新増設事業完了の日から１年間の賃借料）

	 eq \o\ad(区分,　　　　　)
	 eq \o\ad(数量,　　　　　)
	ﾘｰｽ・賃借別
	 eq \o\ad(金額,　　　　　)
	 eq \o\ad(摘要,　　　　　)

	
	
	
	千円
	

	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	


（注）①　リース又は賃借期間を摘要欄に記入すること。

　　　②　「金額」欄は、すべて消費税を除いた額で、千円未満を切り捨て千円単位で記入すること。

６　新規常時雇用者数

	 eq \o\ad(区分,　　　　　)
	立地前（Ａ）
	立地後（Ｂ）
	増減（Ｂ－Ａ）
	 eq \o\ad(摘要,　　　　　)

	雇用者数
	人
	人
	人
	


（注）　雇用者数は、条例第２条第１項第８号に規定する常時雇用労働者の数を記載すること。なお、情報処理・提供サービス業にあっては、条例第２条第１項第9号に規定する短時間労働者を含み、摘要欄にその内訳を記載すること。
７　事業予定期間

	事業開始予定年月日
	　　　　年　　月　　日

	事業完了予定年月日
	　　　　年　　月　　日


（添付書類）

（1） 工場等の概要を明らかにした書類及び図面　（２）資金計画書（３）定款及び登記簿謄本　
（４）決算書（最新決算年度）　（５）立地前の労働者名簿の写し（増設の場合）

様式第２号（第１０条関係）

 eq \o\ad(番号,　　　　　　　　　　　)
平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ad(職氏名,　　　　　　)　　　　　　　印
企業立地事業認定通知書

　平成　　年　　月　　日付けで申請のあったことについては、下記のとおり補助事業の認定をしたので、鳥取県企業立地等事業助成条例施行要綱（平成１５年４月１日付産開第６０２号鳥取県商工労働部長通知）第１０条第３項の規定により通知します。

なお、法令に違反する重大な事実（故意又は重大な過失によるものに限る。）があると認められる場合は、補助金が交付されないことがありますので留意してください。

記

１　工場等の名称

２　工場等の所在地

３　営まれる事業

４　投下固定資産額

　　　　　　　　　　　　千円

５　初年度賃借料

　　　　　　　　　　　　千円

６　新規常時雇用者数

　　　　　　　　　　　　人

様式第３号（第１１条関係）

平成　　年　　月　　日

　 eq \o\ad(職氏名,　　　　　　)　　　　様

届出者　　 eq \o\ad(所在地,　　　　)
 eq \o\ad(企業名,　　　　)
代表者名　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
企業立地事業認定辞退届

　平成　　年　　月　　日付　　第　　号で通知のあった事業認定を下記の理由により辞退したいので、鳥取県企業立地等事業助成条例施行要綱（平成１５年４月１日付産開第６０２号鳥取県商工労働部長通知）第１１条第１項の規定により届け出ます。

記

　辞退の理由

（添付書類）

　　　事業認定通知書の写し
様式第４号（第１２条関係）

平成　　年　　月　　日

　 eq \o\ad(職氏名,　　　　　　)　　　　様

申請者　　 eq \o\ad(所在地,　　　　)
 eq \o\ad(企業名,　　　　)
代表者名　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
企業立地事業認定変更承認申請書

　平成　　年　　月　　日付第　　号で通知のあった事業認定に係る補助事業について、下記の変更をしたいので、鳥取県企業立地等事業助成条例施行要綱（平成１５年４月１日付産開第６０２号鳥取県商工労働部長通知）第１２条第２項の規定により申請します。

記

１　変更理由

２　変更内容

（1） 生産計画

	 eq \o\ad(製造品名,　　　　　)
	 eq \o\ad(生産計画,　　　　　)（年）
	 eq \o\ad(摘要,　　　　　)

	
	 eq \o\ad(変更前,　　　　　)
	 eq \o\ad(変更後,　　　　　)
	

	
	 eq \o\ad(数量,　　　　　)
	 eq \o\ad(金額,　　　　　)
	 eq \o\ad(数量,　　　　　)
	 eq \o\ad(金額,　　　　　)
	

	
	
	百万円
	
	百万円
	


（注）年次計画で新増設事業を実施する場合は、その計画概要を摘要欄に記入すること。

（２）投下固定資産額

	 eq \o\ad(区分,　　　　　)
	 eq \o\ad(変更前,　　　　　)
	 eq \o\ad(変更後,　　　　　)
	 eq \o\ad(摘要,　　　　　)

	
	数量
	単価
	金額
	数量
	単価
	金額
	

	 eq \o\ad(土地,　　　　　)
	
	
	千円
	
	
	千円
	

	 eq \o\ad(建物,　　　　　)
	
	
	
	
	
	
	

	 eq \o\ad(機械装置,　　　　　)
	
	
	
	
	
	
	

	その他償却資産
	
	
	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	
	
	
	


（注）①　土地の取得予定年月日及び建物等新増設の着手予定年月日を摘要欄に記入すること。

②　「金額」欄は、すべて消費税を除いた額で、千円未満を切り捨て千円単位で記入すること。

（３）初年度賃借料（新増設事業の完了の日から１年間の賃借料）

	 eq \o\ad(区分,　　　　　)
	 eq \o\ad(変更前,　　　　　)
	 eq \o\ad(変更後,　　　　　)
	 eq \o\ad(摘要,　　　　　)

	
	数量
	リース賃借別
	金額
	数量
	リース賃借別
	金額
	

	
	
	
	千円
	
	
	千円
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	
	
	
	


（注）①　リース又は賃借期間を摘要欄に記入すること。

②　「金額」欄は、すべて消費税を除いた額で、千円未満を切り捨て千円単位で記入すること。

（４）新規常時雇用者数

	 eq \o\ad(区分,　　　　　)
	立地前（Ａ）
	立地後
	増減（Ｂ－Ａ）
	摘要

	
	
	変更前
	変更後（Ｂ）
	
	

	 eq \o\ad(雇用者数,　　　　　)
	人
	人
	人
	人
	


（注）　雇用者数は、条例第２条第１項第８号に規定する常時雇用労働者の数を記載すること。なお、情報処理・提供サービス業にあっては、条例第２条第１項第9号に規定する短時間労働者を含み、摘要欄にその内訳を記載すること。

（５）事業予定期間

	事業開始予定年月日
	　　　　年　　月　　日

	事業完了予定年月日
	　　　　年　　月　　日


（添付書類）

（1） 工場等の変更の概要を明らかにした書類及び図面　

（２）資金計画書
（３）事業認定通知書の写し
様式第５号（第１２条関係）

 eq \o\ad(番号,　　　　　　　　　　　)
平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ad(職氏名,　　　　　　)　　　　印
企業立地事業認定変更承認通知書

　平成　　年　　月　　日付けで申請のあったことについては、平成　　年　　月　　日付第　　号で通知した事業認定に係る補助事業を下記のとおり変更することを承認したので、鳥取県企業立地等事業助成条例施行要綱（平成１５年４月１日付産開第６０２号鳥取県商工労働部長通知）第１２条第３項の規定により通知します。

記

１　工場等の名称

２　工場等の所在地

３　営まれる事業

４　投下固定資産額

　　　　　　　　　　　　千円

５　初年度賃借料

　　　　　　　　　　　　千円

６　新規常時雇用者数

　　　　　　　　　　　　人

様式第６号（第１３条関係）

平成　　年　　月　　日

企業立地事業概要書

１　算定基準額

（投下固定資産額）（実績）

	 eq \o\ad(区分,　　　　　)
	 eq \o\ad(数量,　　　　　)
	金額（千円）
	 eq \o\ad(摘要,　　　　　)

	 eq \o\ad(土地,　　　　　)
	
	
	

	 eq \o\ad(建物,　　　　　)
	
	
	

	 eq \o\ad(機械装置,　　　　　)
	
	
	

	その他償却資産
	
	
	

	計
	
	
	


（注）①　土地の取得年月日及び建物等新増設の着手・完了年月日を摘要欄に記入すること。

　　　②　「金額」欄は、すべて消費税を除いた額で、千円未満を切り捨て千円単位で記入すること。　

（初年度賃借料）（実績）

	 eq \o\ad(区分,　　　　　)
	 eq \o\ad(数量,　　　　　)
	金額（千円）
	ﾘｰｽ・賃借別
	 eq \o\ad(摘要,　　　　　)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	


（注）①　リース又は賃借期間を摘要欄に記入すること。

　　　②　「金額」欄は、すべて消費税を除いた額で、千円未満を切り捨て千円単位で記入すること。
２　交付申請額　　　　　　　　　　　円

３　企業の概要

	 eq \o\ad(名称,　　　　　)
	

	本社所在地
	　　　　　　　　　　　　　　（電話）

	法人設立時期

（　）内創業時期
	　　　年　　　月　　　（　　　年　　　月）

	 eq \o\ad(資本金,　　　　　)
	　　　　　　　　　　　　　千円

	事業内容
	主な生産品目
	 eq \o\ad(金額,　　　　　)
	従業者数
	

	
	
	千円
	
	生産的業務従事者　　　　　　　名

研究開発、事務・販売等　　　　名

臨時、パート等職員　　　　　　名

	事業用

 eq \o\ad(設備,　　　)
	 eq \o\ad(敷地,　　　　　　)　　　　　　　　　　　　　　㎡（うち、借地　　　　　　　㎡）

工場又は倉庫　　　　　　　棟　　　　　　㎡（うち、借家　　棟　　　　㎡）

主要機械設備


４　新規立地の概要

（1） 工場等立地所在地

（2） 新設又は増設の別

（3） 生産計画

	 eq \o\ad(製造品名,　　　　　)
	生産計画（年）
	 eq \o\ad(摘要,　　　　　)

	
	 eq \o\ad(数量,　　　　　)
	 eq \o\ad(金額,　　　　　)
	

	
	
	百万円
	


（注）年次計画で新増設事業を実施する場合は、その計画概要を摘要欄に記入すること。

５　新規常時雇用者数

	 eq \o\ad(区分,　　　　　)
	立地前（Ａ）
	立地後（Ｂ）
	増減（Ｂ－Ａ）
	 eq \o\ad(摘要,　　　　　)

	 eq \o\ad(雇用者数,　　　　　)
	人
	人
	人
	


（注）　雇用者数は、条例第２条第１項第８号に規定する常時雇用労働者の数を記載すること。なお、情報処理・提供サービス業にあっては、条例第２条第１項第9号に規定する短時間労働者を含み、摘要欄にその内訳を記載すること。

６　事業期間・操業開始日

	事業開始年月日
	　　　　年　　月　　日

	事業完了年月日
	　　　　年　　月　　日

	操業開始年月日
	　　　　年　　月　　日


（添付書類）

（１）工場等の概要を明らかにした図面　（２）収支計算書又はこれに準ずる書類
（３）投資額を証する書類

（４）労働者名簿　　（５）事業認定通知書及び認定変更承認通知書の写し

様式第７号（第１４条関係）

 eq \o\ad(番号,　　　　　　　　　　　)
平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ad(職氏名,　　　　　　)　　　　印
鳥取県企業立地事業助成交付決定及び交付額確定通知書

　　　年　　月　　日付けの申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取県企業立地事業補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項及び第１８条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定し、及び交付額を確定したので、規則第８条第１項及び第１８条第１項の規定により通知します。

記

１　補助事業

　　本補助金の補助事業の内容は、･･････････････････････････とする。

２　交付決定額等

　　本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。

（１）算定基準額（投下固定資産額）　　　　　金　　　　　　　　円

　　　　　　　　（初年度賃借料）　　　　　金　　　　　　　　円

（２）交付決定額　　　　　　　　　　　　　　金　　　　　　　　円

　　なお、本補助金の確定額は、交付決定額のとおりとする。

３　経費の配分

　　本補助金の算定基準額の配分は、･･････････････････････････とする。

４　補助規程の遵守

　　次の要件のいずれかに該当した場合には、規則第２１条の規定により本補助金を取り

　消すことがある。この場合、規則第２２条の規定により補助金等の返還を命ぜられた場

　合には、当該金額を返還しなければならない。

（１）本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行、営業の継続等について、鳥取県企業立

　　地等事業助成条例、規則及び鳥取県企業立地等事業助成条例施行要綱（企業立地事業

　　補助金）（平成１５年４月１日付産開第６０２号鳥取県商工労働部長通知）の規定に

　　従わないとき。

（２）営業継続期間内に、事業者に、法令に違反する重大な事実（故意又は重大な過失に

　　よるものに限る。）があると認めたとき。
様式第８号（第１９条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（番　　　号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　鳥取県知事　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　届出者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　法人にあっては主たる事務所の　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　法人にあってはその名称及び

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の氏名　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
鳥取県企業立地事業助成操業等休止届出書
　鳥取県企業立地等事業助成条例施行要綱（平成１５年４月１日付産開第６０２号鳥取県商工労働部長通知）第１９条の規定により、補助金の交付に係る工場等の操業（事業）を休止（廃止、変更）する予定ですので届け出ます。

記

１　工場等の名称

２　工場等の所在地

３　営まれる事業

４　補助金の概要

(1) 交付年月日

  (2)交付金額

５　休止（廃止、変更）の概要

(1) 予定時期

(2) 理　　由

6 解雇、一時帰休又は希望退職募集の概要

(1) 予定時期

(2) 人　　数

(3) 対応方針

７　その他

様式第９号（第２０条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（番　　　号）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　
　鳥取県知事　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　届出者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　法人にあっては主たる事務所の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　法人にあってはその名称及び
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の氏名　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
鳥取県企業立地事業の実施に係る状況についての報告書
　鳥取県企業立地等事業助成条例施行要綱（企業立地事業補助金）（平成１５年４月１日付産開第６０２号鳥取県商工労働部長通知）第２０条の規定により、　　　年１０月１日時点の事業の状況を報告します。
（１）補助事業の内容、業種・業態変更の有無               有　　　・　　　無
       有の場合は、その内容と理由を記入してください。
（２）雇用状況について
	区　　　　　分
	常時雇用者数

	 交付決定時点の常時雇用労働者数  （　　　　年　　月　　日時点）
	人　

	 現在の常時雇用労働者数           （　　　　年１０月　１日時点）
	人　

	　その他の労働者の状況　非常時雇用労働者数　　　　　　　人

　　　　　　　　　　　　派遣労働者数　　　　　　　　　　人
	

	 現在と交付決定時点の常時雇用労働者数との増減数
	人　


 現在の常時雇用労働者数が、交付決定時の常時雇用労働者数を下回っていることについて理　　　由

今後の対応

